
高齢者医療制度の見直しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・高齢者医療制度の見直し（高齢世代・若年世代にとって公平で納得のいく負担の仕組み、支援金の総報酬割導入、自己負担割合の見直しなど） 

 ・スケジュール   税制抜本改革とともに、２０１２年（平成２４年）以降速やかに法案提出 ⇒ 順次実施 

 

 

・高齢者医療制度改革法案の国会への提出時期 

  社会保障と税一体改革成案を受けた医療保険制度改革法案の提出時期（来年の通常国会以降）と合わせる。 

・高齢者医療制度改革法案の施行時期 

当初の平成２５年３月から、平成２６年３月に修正 

１ 高齢者医療制度改革会議「最終とりまとめ」（平成２２年１２月２０日）の概要 

（第４４回社会保障審議会医療保険部会資料より抜粋） 

３ 厚生労働省の考え方 

２ 社会保障・税一体改革成案 〔平成２３年６月３０日 政府・与党社会保障改革検討本部決定〕（抜粋） 

平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ２ ０ 日 

山形県後期高齢者医療広域連合 
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